
 

きびだんご Family 規約 

 

第１条（名称） 

この団体は『きびだんご Family』と称する。 

 

第２条（所在地） 

この団体の所在地は下記に置く 

愛知県名古屋市中区大須 1-7-14 パークＩＭビル 2F きびだんご family 

 

第３条（目的） 

ひとは、信頼と安心に満ちた環境を得ることで、身近な家族や友人を大切にし、自分自身を

好きになり、心豊かな時間を過ごすことができます。私たち「きびだんご Family」は、笑

顔・素直・感謝の気持ちを大切にし、安心とワクワクに満たされた人生をサポートします。 

 

第４条（構成員） 

①きびだんご Family の会員とは、きびだんご Family 規約内容を全て承諾した上で、きびだ

んご Family への参加を希望し年会費 10,000 円を納めてくださる方で構成されています。 

②加入・退会等の説明については随時行う事とする。 

③会員数に関わらず会は存続する。 

 

第５条（役員） 

①この団体は次の役員を置く 

 代表者 1 名・副代表 2 名の計 3 名で構成する。 

②役員選任は感謝祭で会員の多数決によるものとする。 

 

第６条（運営） 

①月 2 回定例会議を行い、会の活動等について決定する。 

②その他、対応すべき内容等が発生した場合は随時会議を行い、場合によって会員の同意を

もって決定する 

 

第７条（財務） 

①活動に必要な資金は役員及び会員からの月会費を充てるものとする。 

②会費については役員が適正に管理を行い、毎月定期に役員会で閲覧を行うものとする。 

③会員に収支報告を行う。（7 月感謝祭に実施） 



 

第８条（改正）この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。（会長、

副会長の選任・予算等の決議も含む） 

 

第９条（弊社主催のイベント） 

①参加者は、弊社主催のイベントに参加する場合、必ず事前にメールや申込フォームにて予

約申し込みをするものとします。 

②イベントの開催日時、内容等は変更になる場合もあるため、参加者は必ず事前に確認をし

てから参加するものとします。 

③定員のあるイベントは、定員になり次第締め切ります。参加費先払いのイベントの場合、

予約申し込み順ではなく参加費の支払い順となります。 

④参加者がイベントの予約のキャンセルをする場合、支払済みの参加費は、キャンセル可能

日数を過ぎてからはいかなる理由によっても返金は致しません。キャンセル可能日数はイ

ベント毎に異なりますので、イベントスケジュールを確認して頂きます。またキャンセルに

よって弊社が返金する場合の手数料は、参加者の負担とします。 

⑤イベント会場での貴重品の管理は参加者各自でするものとし、また、イベント中の事故等

のアクシデント、それに起因する参加者の怪我等についても、弊社は一切責任を負いません。 

⑥参加者は、イベントに参加する場合集合時間を厳守するものとし、遅刻によって参加者に

不利益が生じたとしても弊社は一切責任を負いません。また参加者がイベント終了時刻前

に退出する場合も、それにより参加者に不利益が生じたとしても弊社は一切責任を負いま

せん。 

⑦途中退出ができないイベントもあります。参加者は事前に途中退出の可否を確認の上申

し込むものとし、途中退出ができないことにより参加者に不利益が生じたとしても弊社は

一切責任を負いません。 

⑧イベント中、不適切な言動をする参加者や、体調不良等で参加継続が困難になった参加者

には、弊社の判断により途中退出して頂く場合があります。その場合でも参加費の返金は一

切致しません。 

⑨弊社の許可が無い限り、イベント内容の録音、録画は禁止とします。 

⑩イベント中の模様を撮影した画像は、弊社サイトやＳＮＳで掲載することがあります。掲

載を望まない参加者は、必ず事前に弊社に申し出るものとします。 

 

第１０条（規約の変更） 

弊社は、本規約を変更できるものとします。当該変更は、弊社がホームページに通知した時

点をもって有効とし、参加者に適用いたします。 

 

第１１条（譲渡等） 



弊社は、参加者への事前の通知をもって、参加者の別段の承諾を得ることな 

く、本規約上の地位を第三者に承継させることができるものとし、本規約に規定する権利を

第三者に譲渡し、また、義務を第三者に引き受けさせることができるものとします。 

 

第１２条（規約の変更） 

弊社は、本規約を変更できるものとします。当該変更は、弊社がホームページに通知した時

点をもって有効とし、参加者に適用いたします。 

 

第１３条（譲渡等） 

弊社は、参加者への事前の通知をもって、参加者の別段の承諾を得ることなく、本規約上の

地位を第三者に承継させることができるものとし、本規約に規定する権利を第三者に譲渡

し、また、義務を第三者に引き受けさせることができるものとします。 

 

第１４条（合意管轄） 

本規約に関し、参加者と弊社の間で生じた一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第１５条（設立年月日） 

本会の設立年月日は令和 2 年 4 月 5 日とする。 

この規約の記載内容については事実と相違ないことを証明します。 

 

愛知県名古屋市名古屋市中区大須 1-7-14 パークＩＭビル 2F 

きびだんご family 

 

 


